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鹿児島県事業継続支援金申請要領

（個人事業者向け）

１ 支援金の目的

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受け，事業収入が大きく減少してい

る県内事業者の事業継続を図るため，中小企業，その他法人等（以下「中小法人

等」という。）及び個人事業者に対して，事業全般に広く使える支援金を給付し

ます。

２ 対象期間及び対象月

令和２年１月１日から５月31日までを対象期間とします。

対象期間において，新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により，前年同月

比で事業収入が80％以上減少した月のうち，任意に選択したひと月を対象月とし

ます。

また，令和２年４月15日から５月14日まで（鹿児島県が休業等要請を行った期

間を核とする30日間）の事業収入が前年同期間比で80％以上減少している場合は，

当該期間と前年同期間の日次事業収入がわかるものを提出できる個人事業者の

み，当該期間も対象月として選択することができます。

３ 給付対象者

次の(1)から(4)までの全ての要件を満たすこととします。

一度給付を受けた個人事業者は，再度給付を申請することはできません。

(1) 申請日時点において，鹿児島県内に主たる事業所を有する個人事業者である

こと。

※ 主たる事業所とは，所得税青色申告決算書及び白色申告に係る収支内訳書

の「事業所所在地」欄に記載された事業所をいいます。

(2) 国の持続化給付金の給付通知を受けていること。

※ 国の持続化給付金を申請中の方は，持続化給付金ホームページ内の申請マ

イページの「持続化給付金 申請フォーム」（１ページ目：申請番号が記載

されているページ）を添付して申請することができますが，給付通知書が届

いたら速やかにその写しを提出してください。
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なお，令和２年９月30日までに給付通知書の写しの提出がない場合，本支

援金は給付できません。

(3) 対象期間において，新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により，前年同

月比で事業収入が80％以上減少した月があること。

※ 2020年４月15日から５月14日までを対象月とする場合，日次の事業収入が

わかるものを用いて，対象月の事業収入と2019年の同期間の事業収入を比較

することとします。

(4) 2019年12月31日以前から事業により事業収入を得ており，今後も事業継続す

る意思があること。

４ 不給付要件

次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は，給付対象外となります。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連

特殊営業」，当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者

(2) 宗教上の組織若しくは団体

(3) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている者

(4) 申請者，使用人その他の従業員若しくは構成員等が，鹿児島県暴力団排除条

例第２条第１号から第４号に規定する暴力団等に該当する又は前述の暴力団等

が，申請者の経営に事実上参画する者

(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか，支援金の趣旨・目的に照らして適当でな

いと知事が判断する者

５ 給付額

※詳細は，８ページから11ページまでの 算定方法について をご確認ください。

給付額は，上限額を超えない範囲で，2019年の年間事業収入から，対象月の月

間事業収入に12を乗じて得た額及び国の持続化給付金の給付額を差し引いたもの

とします。
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＜算定方法＞

Ｓ＝Ａ－Ｂ×12－Ｃ

Ｓ：給付額

Ａ：2019年の年間事業収入

Ｂ：対象月の月間事業収入（前年同月比で事業収入が80％以上減少した月）

Ｃ：持続化給付金の給付額

＜上限額＞

対象月の事業収入が前年同月と比べて

90％以上減少した事業者は，上限額20万円

80％以上90％未満減少した事業者は，上限額10万円

※ 給付額については，審査の結果，申請額と異なる場合があります。

６ 留意事項

(1) 支援金の給付後，要件に該当しない事実や不正等が判明した場合，県は，支

援金の給付決定を取り消します。この場合，申請者は，支援金を返還するとと

もに，支援金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金（支援金の額

に年率10.95％の割合で計算した額）を支払うこととなります。

(2) 県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は，これに応じる

必要があります。

(3) 申請内容に不正があった場合など，必要がある際には，支援金の給付を受け

た事業者名などの情報を公表することに同意していただく必要があります。

(4) この支援金は，今後，確定申告に含める必要がありますので，税務上の処理

についてはご注意ください。
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７ 申請書類

※12ページから19ページまでの 申請書類について を

必ず確認して，必要な書類を提出してください

(1) 申請書類送付状

(2) 鹿児島県事業継続支援金給付事業費補助金交付申請書兼請求書

（様式１－４（基本型），１－５（新規開業特例），１－６（季節性収入特例）

のいずれか）

(3) 申請内容を証明する書類等（証拠書類等）

(ｱ) 確定申告書類の写し

＜青色申告を行っている場合＞

・2019年分の確定申告書第一表の控え

・所得税青色申告決算書の控え

（２枚組の書類となっているので，必ず２枚とも提出してください。）

＜白色申告を行っている場合＞

・2019年分の確定申告書第一表の控え

・収支内訳書の控え

(ｲ) 対象期間の売上台帳等の写し

(ｳ) 国の持続化給付金給付通知書の写し

(ｴ) 本人確認書類の写し

(ｵ) 振込先口座の通帳の写し（申請者本人名義）

(ｶ) その他知事が必要と認める書類

(4) 誓約書（様式２）

８ 申請書類の入手方法

・鹿児島県庁のホームページ

鹿児島県 事業継続支援金 検索

・鹿児島県の各地域振興局・支庁

・各市町村

・県内各商工会議所・商工会

・（公財）かごしま産業支援センター
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９ 申請方法

簡易書留又はレターパック（感染防止の観点から，持参による申請は受け付け

ておりません。）

※ 封筒に支援金申請書と赤字で大きくご記入ください。

また，差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。

＜宛先＞

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県事業継続支援金 申請窓口 宛

10 申請期間

令和２年５月25日（月）から同年６月30日（火）まで（※当日消印有効）

11 申請書類提出後の流れ

申請内容・証拠書類等を確認し，不明な点が発生した場合，申請書類に記載さ

れた連絡先へ連絡をさせていただきます。

申請内容に不備等が無ければ，交付確定通知書にて給付額を通知し，指定され

た振込先口座に振込を行います。

また，支援金を給付しない旨の決定をしたときは，書面により通知します。

～国の持続化給付金を申請中の方へ～

「持続化給付金 申請フォーム」（１ページ目：申請番号が記載されている

ページ）を印刷したものを提出した方は，国の持続化給付金の給付通知書が届

き次第，その写しを速やかに提出してください。

【国の持続化給付金の給付通知書の提出期限】

令和２年９月30日（水） （※当日消印有効）

※ 国の持続化給付金の給付通知書の写しが届き次第，審査を実施します。

※ 提出期限までに給付通知書の写しの提出がない場合，支援金は給付でき

ません。
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12 新規開業特例（2019年に開業した個人事業者への特例）

2019年1月から12月までに開業した個人事業者は，特例の算定方法の適用を選

択することができます。

＜算定方法＞

Ｓ＝（Ａ÷Ｍ×12）－Ｂ×12－Ｃ

Ｓ：給付額

Ａ：2019年の年間事業収入

Ｍ：2019年の開業後月数

（開業した月は，操業日数にかかわらず，１か月とみなす）

Ｂ：対象月の月間事業収入（前年同月比で事業収入が80％以上減少した月）

Ｃ：持続化給付金の給付額

＜証拠書類等＞

「７ 申請書類」の「(2) 鹿児島県事業継続支援金給付事業費補助金交付

申請書兼請求書」については様式１－５で作成の上，「７ 申請書類」の(1)

から(4)までの書類に，次の書類を添えて提出してください。

（新規開業を確認できる書類（①又は②））

① 個人事業の開業・廃業等届出書の控えの写し

② 事業開始等申告書の控えの写し

13 季節性収入特例（月当たりの収入変動が大きい個人事業者への特例）

収入に季節性があるなど月当たりの変動が大きい場合，特例の算定方法の適用

を選択することができます。

※ 所得税青色申告決算書を提出しており，月次の事業収入が記載されている

場合のみ，この特例を選択することができます。

＜給付額の算定式＞

Ｓ＝Ａ－Ｂ－Ｃ
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Ｓ：給付額

Ａ：基準３か月の事業収入の合計

※ Ｂの前年同期間となる３か月

Ｂ：対象３か月の事業収入の合計

※ 対象期間の任意のひと月を含む連続した３か月

※ 対象３か月の終了月は2020年５月以前とする。

Ｃ：持続化給付金の給付額

＜適用条件＞ ※①・②の両方を満たす必要があります。

① 対象３か月の事業収入の合計が，基準３か月の事業収入の合計と比べて

80％以上減少していること。

② 基準３か月の事業収入の合計が，2019年の年間事業収入の50％以上を占

めること。

＜証拠書類等＞

「７ 申請書類」の「(2) 鹿児島県事業継続支援金給付事業費補助金交付

申請書兼請求書」については様式１－６で作成の上，「７ 申請書類」の(1)

から(4)までの書類を提出してください。

なお，「(3)申請内容を証明する書類等」の「(ｱ) 確定申告書類の写し」は，

基準３か月が複数年にまたがる場合は，当該年分全てを提出してください。

14 問合せ先

鹿児島県事業継続支援金 専用ダイヤル

（電話）０９９－２８６－２５８０

（受付時間）平日９：００～１８：００

※５月30日（土）及び31日（日）も対応します。
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算定方法について

＜基本型＞

算定方法

Ｓ＝Ａ－Ｂ×12－Ｃ

Ｓ：給付額

Ａ：2019年の年間事業収入

Ｂ：対象月の月間事業収入（前年同月比で事業収入が80％以上減少した月）

Ｃ：持続化給付金の給付額

（青色申告の場合）

例）2019年の年間事業収入：500万円･･･(Ａ)

2019年の４月の月間事業収入：40万円

2020年４月の月間事業収入：２万円･･･(Ｂ)

持続化給付金：100万円･･･(Ｃ)

2019年４月分の月間事業収入が40万円，2020年４月の月間事業収入が２万円であ

り，前年同月比で95％減少しているため給付対象となり，給付額の上限額は20万円

になります。

376万円＝(Ａ)500万円－(Ｂ)２万円×12

－(Ｃ)100万円（持続化給付金の受給額）

376万円＞20万円（上限額）

（Ｓ）給付額20万円

※ ただし，青色申告を行っている者であって，

① 所得税青色申告決算書を提出しない者

② 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者

③ 相当の事由により当該書類を提出できない者

は，次の白色申告を行っている者等と同様に，2019年の月平均の事業収入と対

象月の月間事業収入を比較することとする。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
50 30 20 40 30 30 40 50 50 50 50 60
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
40 20 20 2

2019年

2020年
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（白色申告の場合）

例）2019年の年間事業収入：480万円･･･(Ａ)

2019年の月平均の事業収入：480万円/12＝40万円

2020年４月の月間事業収入：３万円･･･(Ｂ)

持続化給付金：100万円･･･(Ｃ)

2019年４月分の月間事業収入が40万円，2020年４月の月間事業収入が３万円であ

り，前年同月比で92.5％減少しているため給付対象となり，給付額の上限額は20万

円になります。

344万円＝(Ａ)480万円－(Ｂ)３万円×12－(Ｃ)100万円

344万円＞20万円（上限額）

(Ｓ)給付額20万円

＜新規開業特例＞

算定方法

Ｓ＝（Ａ÷Ｍ×12）－Ｂ×12－Ｃ

Ｓ：給付額

Ａ：2019年の年間事業収入

Ｍ：2019年の開業後月数

（開業した月は，操業日数にかかわらず，１か月とみなす）

Ｂ：対象月の月間事業収入（前年同月比で事業収入が80％以上減少した月）

Ｃ：持続化給付金の給付額

例）2019年10月に開業，2020年３月を対象月とした場合

2019年の事業収入合計：120万円･･･(Ａ)

2019年の開業後月数：３か月･･･(Ｍ)

2019年の月平均の事業収入：40万円

2020年の対象月の事業収入：５万円･･･(Ｂ)

持続化給付金：100万円･･･(Ｃ)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
40 20 20 3

2019年

2020年

合計
480
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2019年の月平均事業収入が40万円，2020年４月の月間事業収入が５万円であり，

前年同月比で87.5％減少しているため給付対象となり，給付額の上限額は10万円に

なります。

320万円＝(Ａ)120万円÷(Ｍ)３×12－(Ｂ)５万円×12－(Ｃ)100万円

320万円＞10万円（上限額）

(Ｓ)給付額10万円

＜季節性収入特例＞

算定方法

Ｓ＝Ａ－Ｂ－Ｃ

Ｓ：給付額

Ａ：基準３か月の事業収入の合計

※ Ｂの前年同期間となる３か月

Ｂ：対象３か月の事業収入の合計

※ 対象期間の任意の１か月を含む連続した３か月

Ｃ：持続化給付金の給付額

例）毎年３月頃に収入が大きい者の場合

2019年２月～４月の事業収入合計：500万円･･･(Ａ)

2020年２月～４月の事業収入合計：90万円･･･(Ｂ)

持続化給付金：100万円･･･(Ｃ)

2019年の事業収⼊合計︓120万円
月平均の事業収⼊︓40万円

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

対象月の月間事業収⼊５万円

50 30 30 5
万
円

30 40
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2019年２月から４月までの事業収入合計が500万円，2020年２月から４月までの

事業収入合計が90万円であり，前年同期間比で82.0％減少しているため給付対象と

なり，給付額の上限額は10万円になります。

310万円＝(Ａ)500万円－(Ｂ)90万円－(Ｃ)100万円

310万円＞10万円（上限額）

(Ｓ)給付額10万円

【例】毎年３月頃に収⼊が⼤きい者の場合
対象期間   

同月の３か月間

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

0 0 0 0 60 300 0 0 0 0 0
万
円

0 0 300 200

80％以上減少（適用条件①）基準期間（適用条件②）    

年収50％を超える連続した３か月
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申請書類について

(1) 申請書類送付状

※ 書類が添付されているか，記載内容に誤りや漏れがないか，ご確認の

上，□にチェック✓を入れて，申請書の先頭に来るように並べてくださ

い。

(2) 鹿児島県事業継続支援金給付事業費補助金交付申請書兼請求書

（様式１－４（基本型），１－５（新規開業特例），１－６（季節性収入特

例）のいずれか）

※ 押印箇所に必ず押印してください。

※ 日付は，実際に記入した日付を記入してください。

※ 手書きをされる方は，必ずボールペンで記入してください。

(3) 申請内容を証明する書類等（証拠書類等）

※13ページ以降を必ず確認して，必要な書類を提出してください※

(ｱ) 確定申告書類の写し

＜青色申告を行っている場合＞

・2019年分の確定申告書第一表の控え

・所得税青色申告決算書の控え

（２枚組の書類となっているので，必ず２枚とも提出してください。）

＜白色申告を行っている場合＞

・2019年分の確定申告書第一表の控え

・収支内訳書の控え

(ｲ) 対象期間の売上台帳等の写し

※ 2020年４月15日から５月14日までを対象月とする場合は，当該期間と

前年同期間の日次事業収入がわかるもの。

(ｳ) 国の持続化給付金給付通知書の写し

※ 申請中の方は，「持続化給付金 申請フォーム」を印刷したもの。

(ｴ) 本人確認書類の写し

(ｵ) 振込先口座の通帳の写し（申請者本人名義）

(ｶ) その他知事が必要と認める書類

(4) 誓約書（様式２）

※ 押印箇所に必ず押印してください。

※ 日付は，実際に記入した日付を記入してください。

※ 必ずボールペンで記入してください。
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(ｱ) 確定申告書類の写し

確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより

申告した場合は，受付日時が印字）されていること，e-Taxによる申告の場合は

「受信通知」を添付することが必要です。

〈青色申告を行っている場合〉

【確定申告書類 青色申告 ３枚】

・確定申告書第一表の控え（１枚）

・所得税青色申告決算書の控え（２枚）

→2019年分を提出してください

※ 少なくとも，確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印（受付日時

が印字）されていること。

■確定申告書第一表（１枚）
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■所得税青色申告決算書（２枚）



- 15 -

〈白色申告を行っている場合〉

【確定申告書類 白色申告 ２枚】

・確定申告書第一表の控え（１枚）

・収支内訳書の控え（１枚）

→2019年分を提出してください

※ 少なくとも，確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印（受付日時

が印字）されていること。

■確定申告書第一表（１枚）

■収支内訳書（１枚）
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〈e-Taxにより申告を行っている場合〉

受信通知（１枚）に，青色申告の場合は「確定申告書第一表（１枚）」及び

「所得税青色申告決算書（２枚）」を，白色申告の場合は「確定申告書第一表

（１枚）」及び「収支内訳書の控え（１枚）」を添えて提出してください。

【確定申告書類 e-Tax -青色申告（４枚），白色申告（３枚）-】

■受信通知（１枚）

※ 確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものに

ついては，「受信通知」の添付は不要とします。

※ 申告者の氏名又は名称，提出先税務署，受付日時，受付番号及び申告した税

目等が表示された，申告等データが税務署に到達したことを確認できるメール

詳細がわかるもの。
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〈確定申告書類 収受日付印または受信通知のいずれも存在しない場合〉

収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は，受付日時の印字）

又は「受信通知」のいずれも存在しない場合には，提出する確定申告書類の年度

の「納税証明書（その２所得金額用）」（事業所得金額の記載のあるもの）を提出

することで代替することができます。この場合，収受印等のない確定申告書第一

表の控え，及び所得税青色申告決算書の控え（白色申告の場合は，収支内訳書の

控え）を併せて提出することができます。

■納税証明書（その２所得金額用）（１枚）

(ｲ) 対象期間の売上台帳等の写し

対象期間内の全ての月の事業収入額がわかる売上台帳，帳面その他の2020年分

の確定申告の基礎となる書類を原則とします。ただし，当該書類を提出できない

ことについて相当の事由がある場合には，対象月の月間事業収入を記載した他の

書類によることも認めます。
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(ｳ) 国の持続化給付金給付通知書の写し

給付通知書が届いている方は，その写しを提出してください。

持続化給付金の申請をした方で，給付通知書がまだ届いていない方は，持続化

給付金ホームページ内の申請マイページの「持続化給付金 申請フォーム」（１

ページ目：申請番号が記載されているページ）を印刷したものを添えて，申請す

ることができます。

ただし，支援金の給付を受けるには，持続化給付金の給付通知書の写しを提出

していただく必要がありますので，後日，給付通知書が届きましたら速やかに提

出してください。なお，令和２年９月30日（水）（当日消印有効）までに給付通

知書の写しの提出がない場合，本支援金は給付できません。

■給付通知書の写し（１枚）

（イメージ図）

〒○○○－○○○○

鹿児島県○○○○○○○
○○○○○○

○○ ○○様

料金別納
郵 便

郵 便 ハ ガ キ 持続化給付金の振込みのお知らせ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○

振込口座：○○銀行

○○支店
○○○○○○○

○○○○

給付金額 ○,○○○,○○○円
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(ｴ) 本人確認書類の写し

本人確認書類は，下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判

別できるかたちで提出してください。

(1) 運転免許証（両面）（返納している場合は，運転経歴証明書で代替可能。）

(2) 個人番号カード（オモテ面のみ）

(3) 写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ）

(4) 在留カード，特別永住者証明書，外国人登録証明書（在留の資格が特別永

住者のものに限る。）（両面）

※ いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり，記載された

住所が申請書に記載する住所と同一のものに限ります。

なお，(1)から(4)を保有していない場合は，(5)又は(6)で代替することがで

きるものとします。

(5) 住民票の写し及びパスポートの両方※パスポートは顔写真の掲載されてい

るページ

(6) 住民票の写し及び各種健康保険証の両方

(ｵ) 振込先口座の通帳の写し

申請者名義の口座の通帳の写しとします。

銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるよう通

帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目の両方を添付してください。

電子通帳などで，紙媒体の通帳がない場合は，電子通帳等の画面等の画像を印

刷して提出してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も，電子通

帳等の画像を印刷して提出してください。

画像が不鮮明な場合や，銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名

義人が１つでも確認できない場合は，振込ができず，給付金のお支払いができま

せんので，ご注意ください。

(ｳ)国の持続化給付金給付通知書の写し，(ｴ)本人確認書類の写し，(ｵ)振込先口

座の通帳の写しは，鹿児島県事業継続支援金添付書類台紙に貼付して，提出してく

ださい。


